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【はじめに】

　１　高額療養費の取扱いの違い

　２　社保分及び国保分の併用レセプトの「負担金額」欄の記載の違い

　福祉医療費における併用レセプトの高額療養費の取扱いについては、被用者保険

分（以下「社保分」という。）と国民健康保険分（以下「国保分」という。）にお

いて、次のとおり取扱いが異なります。

　そのため、福祉医療費併用レセプト請求に当たって、高額療養費が生じる場合

は、併用レセプトの「負担金額」欄の記載が異なる場合があります。

(1)社保分の高額療養費の取扱い

社保分における福祉医療費併用レセプトの高額療養費の算出は、平成１８年厚生

労働省告示により、所得区分にかかわらず、７０歳未満の受給者は「標準報酬月額

２８万円～５０万円」、７０歳以上７５歳未満の受給者は「一般所得者」で算出す

ることとなります。

(2)国保分の高額療養費の取扱い

高額療養費の支給要件として、国保法施行規則第２７条の１２（後期高齢者医療

の場合は、高齢者医療確法施行規則１３条）に地方単独事業は公費負担医療として

規定されていないため、国民健康保険（国保組合含む）及び後期高齢者医療の高額

療養費は、所得区分に応じて算出することとなります。

(1)社保分

併用レセプトの特記事項（所得区分）にかかわらず、７０歳未満の受給者は「標

準報酬月額２８万円～５０万円」、７０歳以上７５歳未満の受給者は「一般所得

者」で算出した額をレセプトの「負担金額」欄へ記載することになります。

(2)国保分

併用レセプトの特記事項（所得区分）で算出した額をレセプトの「負担金額」欄

へ記載することになります。

　福祉医療費併用レセプトで高額療養費に該当する場合の「負担金額」欄の記載

は次のとおりとなります。



福祉医療費併用レセプトの記載及び計算事例

番号 事例 頁

事例１ 医療保険と福祉医療の併用（外来）［社保分・国保分］ 1

事例２ 医療保険と福祉医療の併用（入院）［社保分・国保分］ 2

［社保分］ 3

［国保分］ 4

［社保分］ 5

［国保分］ 6

Ⅲ．
資格異動の場合の

高額療養費の計算
事例5 7

医療保険と国公費と福祉医療の３者併用

　同点数・国公費患者負担あり

医療保険と国公費と福祉医療の３者併用

　異点数・国公費患者負担あり

月の途中で福祉医療費受給者証の変更があった場合

（法別番号が同一）［社保分・国保分］

※福祉医療費併用レセプト請求に当たり、国公費と併用では「負担金額」欄の記載が異なる場合があります。

項目

事例３

事例４

Ⅱ． 国公費と併用

基本Ⅰ．



事例1　医療保険と福祉医療の併用（外来） ［社保分・国保分］
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- - 保険者番号

公費負担

者番号①
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者番号① 〇〇〇〇〇〇〇
公費負担

者番号②

公費受給

者番号②
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療
実
日
数

保
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名

診療報酬明細書（医科入院外）
１ 医 科 １　社 ２　２　併 5　家外

福祉医療における

公費負担者番号を記載する

公費受給者番号を記載する

保険点数と同点数の場合は省略可
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事例2　医療保険と福祉医療の併用（入院） ［社保分・国保分］
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診療報酬明細書（医科入院）
１ 医 科 １　社 2　２併 1　本入

- - 保険者番号

公費負担者

番号①

公費受給者

番号① 〇〇〇〇〇〇〇

食事療養費については、福祉医療は助成して

いないことから、必ず「0」を記載してくださ

い。空欄の場合は、返戻となります。

公費負担金額欄については、患者負担が発

生しないことから空欄となります
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事例3　医療保険と国公費と福祉医療の３者併用（同点数・国公費患者負担あり） ［社保分］
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診療報酬明細書（医科入院）
１ 医 科 １　社 3　３併 5　家入
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事例3　医療保険と国公費と福祉医療の３者併用（同点数・国公費患者負担あり） ［国保分］
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2種以上公費併用する場合、それぞれの対象額を

（ ）で再掲する

※「0」も記載する
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事例4　医療保険と国公費と福祉医療の３者併用（異点数・国公費患者負担あり） ［社保分］
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総点数を記載する
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事例4　医療保険と国公費と福祉医療の３者併用（異点数・国公費患者負担あり） ［国保分］
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2種以上公費併用する場合、それぞれの対象額を

（ ）で再掲する

※福祉医療に係る対象額は国公費分を除く
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［社保分・国保分］
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事例5　月の途中で福祉医療費受給者証の変更があった場合（法別番号が同一）
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